
　

下
水
道
が
新
た
に
整
備
さ
れ
た

区
域
内
の
土
地
所
有
者
な
ど
に
は

「
受
益
者
負
担
金
・
分
担
金
」
と

し
て
、
下
水
道
整
備
費
の
一
部
を

負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
負
担
金
な
ど
の
賦
課
決
定

の
基
礎
と
な
る
「
下
水
道
事
業
受

益
者
申
告
書
」
を
、
対
象
区
域
の

土
地
所
有
者
宛
に
送
付
し
ま
す
の

で
、
内
容
を
確
認
し
て
期
限
内
に

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
が
な
い
場
合
は
、
市
が
受

益
者
（
納
入
義
務
者
）・
土
地
の

面
積
な
ど
を
認
定
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

■
申
告
期
限　

３
月
31
日
㈬

■
申
告
が
必
要
な
方

　

左
表
区
域
内
の
土
地
所
有
者

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
下
水
道
業
務
課

　

下
水
道
業
務
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
４

○
東
予
総
合
支
所
建
設
管
理
課

　

上
下
水
道
係

19
日　

国
民
健
康
保
険
税
第
８
期

分
の
督
促
状
の
発
送

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

の
督
促
料
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　

平
成
19
年
に
公
共
下
水
道
お
よ

び
小
規
模
下
水
道
の
供
用
を
開
始

し
た
区
域
の
方
は
、
平
成
22
年
３

月
末
で
３
年
が
経
過
し
ま
す
。

　

下
水
道
の
供
用
開
始
後
は
、
３

年
以
内
に
水
洗
便
所
に
改
造
し
て

下
水
道
へ
接
続
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
水
洗
便
所
へ
の
改
造
、

下
水
道
へ
の
接
続
工
事
を
さ
れ
て

い
な
い
方
は
、
市
指
定
工
事
店
で

早
急
な
工
事
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
が
行
っ
て
い
る
水
洗
便
所
改

造
資
金
の
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
も

供
用
開
始
か
ら
３
年
以
内
の
工
事

が
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
希
望

さ
れ
る
方
は
、
早
め
に
指
定
工
事

店
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
下
水
道
業
務
課

　

下
水
道
業
務
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
４

○
東
予
総
合
支
所
建
設
管
理
課

　

上
下
水
道
係

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
は
、

㈶
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
宝
く
じ

の
普
及
広
報
事
業
と
し
て
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
助
成
を
行
う
も

の
で
す
。

　

こ
の
た
び
平
成
21
年
度
の
助
成

を
受
け
て
、
薮
の
内
集
会
所
が
立

派
に
完
成
し
ま
し
た
。
今
後
の
活

発
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
拠
点

と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課

　

市
民
活
動
支
援
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
６
３▲完成した薮の内集会所

下
水
道
事
業
の
受
益
者
申
告
を

お
願
い
い
た
し
ま
す

■下水道事業受益者の申告対象区域
森戸、中土居、川北、川南、玉津、横黒下、横黒西、市塚、
船屋東南、船屋東北　各一部区域

新田、西の川原、天皇、明神木、新玉通、北の丁上
各一部区域

中の段、宵の原、楠、薮の内、北組、奥の内　各一部区域

野田、西大道、西原、山口、中野口、戻川、池の内、高砂町
各一部区域

下喜多川北、八丁、古川、王子町　各一部区域

禎瑞上、禎瑞中、禎瑞下　各一部区域

西泉西、楢木西、野々市東、北山　各一部区域

西町、朝日町、竹内、末長、宮の下　各一部区域

大新田の一部区域

国安、桑村　各一部区域

三芳の一部区域

玉　津

飯　岡

神　拝

大　町

神　戸

禎　瑞

橘

氷　見

三津屋、北条　各一部区域多　賀

壬生川

国　安

三　芳

久妙寺、高松　各一部区域丹　原

３
月
の
市
税
ご
よ
み

下
水
道
へ
の
接
続
を
お
急
ぎ
く

だ
さ
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
で

薮
の
内
集
会
所
が
完
成

問合せ　市庁舎本館水道業務課　℡0897－52－1352

西条市使用料等審議会が水道料金の改正を答申
　昨年９月24日に市が西条市使用料等審議会に諮問していた「水道料金
の改正（統一）について」の答申がまとめられ、１月25日に答申書が提
出されました。西条市使用料等審議会は、学識経験者と水道使用者など
12名の委員で構成されており、この諮問内容については４度に渡る審議
会を経て答申いただきました。
　今後、市ではこの答申内容に基づき、水道料金改正に向けて検討を進
めてまいります。
■答申の主な内容
①西条地区、東予地区、丹原地区、小松地
　区の水道料金等を統一する。
②水道メーターの口径により料金が異なる
　「口径別料金体系」とする。
③一定の使用水量まで同一の基本料金を設
　定する「基本水量付き」とする。
④使用水量が多いほど１立方㍍当たりの料
　金が高くなる「逓増制」とする。

▲市長に答申書を提出する星
　加隆夫会長（中央）と岩間
　壽子職務代理者（左）
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